
   

                                  平成 23 年 5 月 19 日 
各  位 

                           会 社 名     豊 商 事 株 式 会 社 

                          代表者の役職名     取締役社長    石   黒 文   博  

                                              （ JASDAQ・ｺｰﾄﾞ番号 8747） 

                      問 い 合 わ せ 先    常務取締役管理本部長  篠  塚 幸  治  

                           電 話 番 号     ( 0 3 ) 3 6 6 7 - 5 2 1 1 ( 代 表 ) 

                             
 定款一部変更に関するお知らせ  

当社は、平成 23 年５月 19 日開催の取締役会において、平成 23 年６月 29 日開催予定の当社第 55 回定時 

株主総会の議案として「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 

らせいたします。 

                    記 
  １． 変更の理由 

     平成 21 年７月に「商品取引所法及び商品投資にかかる事業の規制に関する法律の一部を改正する 

法律」が公布され、「商品取引所法」の名称が「商品先物取引法」に改正されて平成 23 年１月１日に 

完全施行されておりますので、当該法律名の改正に伴い、当社定款第２条（目的）の文言の修正を行 

うものであります。 

 ２． 変更の内容     変更内容は別紙のとおりであります。  

  ３． 変更の日程   定款変更のための株主総会開催日    平成 23 年６月 29 日（水曜日） 

                 定款変更の効力発生日         平成 23 年６月 29 日（水曜日） 

                       以 上 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 
                                     別 紙     
                     

 変 更 定 款 案              

                          (下線は変更部分であります｡)  

現 行 定 款 変 更 定 款 案 

（目的） 

第２条  当会社は、下記の事業を

営むことを目的とする。 

 １. 商品取引所法に基づく商品先

物取引市場（外国先物取引市場を含

む。）における上場商品及び上場商品

指数の先物取引（先物オプション取

引を含む。）（以下「商品市場におけ

る取引」という。） 

 ２．～14．    （省略） 

第３条～第 47 条  （省略） 

（目的） 

第２条  当会社は、下記の事業を

営むことを目的とする。 

 １. 商品先物取引法に基づく商品

先物取引市場（外国先物取引市場を

含む。）における上場商品及び上場商

品指数の先物取引（先物オプション

取引を含む。）（以下「商品市場にお

ける取引」という。） 

 ２．～14．    （現行どおり） 

第３条～第 47 条  （現行どおり） 

                        以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


